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調査概要 

 

（１）調査の背景と目的 

 持続可能な開発目標（SDGs）の目標 12（持続可能な生産消費形態を確保する）を踏まえて、令和元年

に制定された食品ロスの削減の推進に関する法律に基づき、令和２年３月に閣議決定された「食品ロスの

削減の推進に関する基本的な方針」において、食品ロス量を 2030 年度までに 2000 年度比で半減させる

ことを目標としている。令和５年 12 月に取りまとめられた「食品ロス削減目標達成に向けた施策パッケー

ジ」には、この目標達成に向けて今後取り組んでいくべき種々の施策が盛り込まれており、その一つに期

限表示の在り方検討が掲げられている。 

食品の期限表示については、平成 17 年に厚生労働省及び農林水産省により「食品期限表示の設定

のためのガイドライン」が策定されたが、期限表示設定に関する実態を把握するとともに有識者から構成

される検討会を設けて、食品ロス削減の観点からこのガイドラインの見直しを行うこととされている。 

このことから、加工食品を製造する食品関連事業者に対し、期限表示の設定の根拠や安全係数の設

定等の実態を調査することとする。 

 

（２）調査方法 

 本調査は、web アンケートで調査を実施した。加工食品を製造する食品関連事業者に対し、アンケート

URL を記載したはがきを郵送し協力を依頼した。そのうち、本調査の対象である期限表示設定に係る事

業者の回答を有効とした。そして、その有効回答をもとに集計を行った。 

 

（３）調査対象 

 加工食品を製造する食品関連事業者（有効回答 585 社） 

 

（４）調査期間 

2024 年７月～同年８月 
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（５）調査項目 

 

 

  

質問文
必須 MA Q1 貴社は、いずれに該当しますか。該当するものをすべてお選びください。

必須 FA Q2 貴社名を教えてください。

必須 SA Q3 貴社の会社規模をお選びください。

必須 MA Q4 貴社で製造している加工食品は、以下のいずれに該当しますか。 該当するものをすべてお選びください。

必須 FA Q4-1 製造している加工食品の 代表的な食品カテゴリーを具体的に１つご記入ください。

必須 SA Q5 当該食品について、どのように期限表示を設定していますか。

必須 SA Q6「期限表示を省略することができる食品」を選択した方にお聞きします。 当該食品について、期限表示を省略していますか。

必須 FA Q6-1 Q6で期限表示を「省略していない（期限表示をしている）」を選択した方にお聞きします。 その理由をお教えください。

必須 SA Q7  Q４でご回答したカテゴリーについて、消費期限または賞味期限どちらを設定していますか。

任意 FA
SQ7-4-1   SQ7 ＜その他＞にて、「今までに回答したもの以外」を選択した方にお聞きします。 その具体的な内容をご記入ください。  

 ※下記の項目以外： 理化学試験、微生物試験、官能検査、経験則

必須 MA SQ7 A <理化学試験> 具体的な理化学試験の方法で該当するものをすべてお選びください。

任意 FA
SQ7-1   SQ7-1 <理化学試験>にて、「その他」を選択した方にお聞きします。 その具体的な内容をご記入ください。
※下記以外 粘度、濁度、比重、過酸化物価、酸価、ｐH、酸度、栄養成分、糖度

必須 MA SQ7 B <微生物試験> 具体的な微生物試験の方法で該当する選択肢をすべてお選びください。

任意 FA
SQ7-2-1   SQ7-2 <微生物試験>にて、「左記以外の耐熱性芽胞菌の残存の有無」を選択した方にお聞きします。 その具体的な内容をご記入ください。
※左記： 一般生菌数、大腸菌群数、大腸菌数（E.coli含む）、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌、リステリア・モノサイトゲネス、セレウス、乳酸菌数

任意 FA
SQ7-2-2   SQ7-2 <微生物試験>にて、「左記以外の低温細菌の残存の有無」を選択した方にお聞きします。 その具体的な内容をご記入ください。   ※左記： 一般生菌数、大腸菌群数、大腸菌数（E.coli含む）、黄色
ブドウ球菌、サルモネラ属菌、リステリア・モノサイトゲネス、セレウス、乳酸菌数

任意 FA
SQ7-2-3   SQ7-2 <微生物試験>にて、「その他食中毒菌」を選択した方にお聞きします。 その具体的な内容をご記入ください。
※下記以外 一般生菌数、大腸菌群数、大腸菌数（E.coli含む）、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌、リステリア・モノサイトゲネス、セレウス、乳酸菌数、病原性大腸菌

任意 FA
SQ7-2-4  SQ7-2 <微生物試験>にて、「その他」を選択した方にお聞きします。 その具体的な内容をご記入ください。
※下記以外 一般生菌数、大腸菌群数、大腸菌数（E.coli含む）、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌、リステリア・モノサイトゲネス、セレウス、乳酸菌数、左記以外の耐熱性芽胞菌の残存の有無、左記以外の低温細菌
の残存の有無、病原性大腸菌、その他食中毒菌

必須 MA SQ7 C ＜官能検査＞ 具体的な官能検査の方法で該当する選択肢をすべてお選びください。

任意 FA
SQ7-3-1   SQ7-3＜官能検査＞にて、「その他」を選択した方にお聞きします。 その具体的な内容をご記入ください。
 ※下記官能検査の項目以外： 味、香り、色味・見た目、食感・手触り

必須 MA SQ7 D ＜その他＞ 次の方法で該当する選択肢をすべてお選びください。

必須 SA Q8 Q４でご回答したカテゴリーについて、 何度（温度）で保存されることを想定して試験等を行っていますか。

必須 SA Q9 Q４でご回答したカテゴリーについて、 指標のうち、最終的にどの検査等の結果を優先して期限を設定していますか。

任意 FA
Q9-1 Q9で「左記以外」を選択した方にお聞きします。 具体的に何を優先して期限を設定していますか。ご記入ください。
左記以外：理化学試験、微生物試験、官能検査、（腐敗等に関する）経験則

必須 SA SQ9 Q４でご回答したカテゴリーについて、 その検査等の結果（数値、状態等）から期限を設定する際、何を判断基準としていますか。

任意 FA SQ9-1 SQ9で「衛生規範（厚生省通知）」を選択した方にお聞きします。 使用している衛生規範を具体的にご記入ください。

任意 FA
SQ9-2 SQ9で「その他」を選択した方にお聞きします。 具体的な内容をご記入ください。
 ※下記以外その他： 自社基準がある、衛生規範（厚生省通知）、業界のガイドライン

必須 MA Q10  Q４でご回答したカテゴリーについて、安全係数をどのように設定していますか。該当するものすべてお選びください。

必須 MA
Q11 「賞味期限」を設定しているとご回答した方に伺います。

 賞味期限（製造日から賞味期限までの期間）が3か月を超える商品について、年月日表示又は年月表示のどちらを表示していますか。 両方表示している場合は両方お選びください。

任意 FA Q11 -1 Q11にて「年月日表示」を選択した方にお聞きします。 年月表示をしない理由をお教えください。

任意 FA Q11 -2 Q11にて「年月表示」を選択した方にお聞きします。 そのように表示している理由をお教えください。

必須 SA Q12 Q４でご回答したカテゴリーについて、 食品ロス削減の観点から消費期限又は賞味期限を延長する取組を行っていますか。

必須 MA Q13 Q12で「行っている」を選択した方にお聞きします。それはどのような取組ですか。 該当するものを全てお答えください。

任意 FA Q13-1 Q13で「その他」を選択した方にお聞きします。 その他の内容を具体的にご記入ください。

必須 MA Q14 Q12で「行いたいが、クリアできない課題がある」とを選択した方にお聞きします。 それはどのような課題ですか。該当するものをすべてお答えください。

任意 FA Q14-1 Q14で「その他」を選択した方にお聞きします。 その他の具体的な内容をご記入ください。

必須 MA
Q15 「賞味期限」を設定しているとご回答した方にお聞きします。 食品ロス削減の観点から、賞味期限を過ぎた食品で「まだ食べることができる食品」を食用に活用する取組を行っていますか。行っている取組として該
当するものをすべてお選びください。

任意 FA Q15-1 Q15で「その他の活用」を選択した方にお聞きします。 その具体的な活用内容をご記入ください。

必須 SA Q16 Q15で何らかの食品ロスに関する取組を行っているとご回答した方に伺います。 賞味期限を過ぎた食品で「まだ食べることができる食品」の「食べることができる期限」をどのように設定していますか。

任意 FA Q16-1 Q１6で「その他」を選択した方にお聞きします。 その他の内容を具体的にご記入ください。

必須 SA Q17 Q15で何らかの取組を行っているとご回答した方にお聞きします。 「食べることができる期限」に関する情報公開の要望があった場合、開示することは可能ですか。

任意 FA Q17-1 Q17で「開示することができない」を選択した方にお聞きします。 その理由をご記入ください。

必須 SA

Q18 Q7で「消費期限」を設定しているとご回答した方に伺います。 消費期限又は賞味期限のいずれかを設定する際、実際に消費期限及び賞味期限の定義※の違いに基づき設定していますか。それとも、期限の日
数によって振り分けていますか。  

 ※期限表示の定義 ・消費期限（食品表示基準第2条第１項第７号）： 定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示
す年月日をいう。 ・賞味期限（食品表示基準第２条第１項第８号）： 定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当
該期限を越えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとする。

必須 N
Q18-1 Q18で「ある一定の日数を決めている」を選択した方にお聞きします。 具体的な日数をご記入ください。 

（ex. ○○日以下であれば、「消費期限」としている）

必須 FA Q19 消費期限又は賞味期限を設定している部署、及び最終決定責任部署名をお答えください。

必須 FA SQ19 容器包装デザインを作成している部署、及び最終決定責任部署名をお答えください。

必須 SA SQ19-1 貴社では期限設定の責任部署とデザイン決定の責任部署は同じですか。

必須 SA Q20 Q19で期限設定の責任部署とデザイン決定の責任部署が「異なる」を選択した方にお聞きします。 期限決定責任部署が表示内容の確認を行っていますか。

必須 SA Q21 「消費期限」「賞味期限」という用語について、ご意見に近いものをお選びください。

必須 FA Q21-1 Q21で「今のままでよい」をお選びした方にお聞きします。 その理由やご意見をお答えください。

必須/
任意

FA Q21-2 Q21で「用語を変更する方がよい」をお選びした方にお聞きします。 その理由やご意見をお答えください。具体的な表現がありましたら是非ご記入ください。
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表１ 製造する加工食品の種類×事業者規模（n＝585） 

 

２）食品カテゴリーに関して 

製造する食品カテゴリーの内訳は、全体の回答数が 970 件で、缶詰、レトルト食品以外の常温で保存

する食品（以下、「常温保存食品」という。）が 371 件（38.2%）と最も多く、次いで、保存の方法が冷蔵の食

品（以下、「チルド食品」という。）が 215 件（22.2%）となっている。さらに、冷凍食品が 153 件（15.8%）、冷凍

で流通・保管し、解凍後に冷蔵状態等で販売される食品（フローズンチルド食品。以下、「FC 食品」とい

う。）が 98 件（10.1%）、缶詰、レトルト食品が 77 件（7.9%）、期限表示の省略ができる食品（以下、「期限省

略可能食品」という。）は 56 件（5.8%）となっている（図表３）。 

  

   小規模事業者 中小企業 大企業 合計 

一般用加工食品のみ 
実数 68 92 11 171 

構成比(%) 39.8 53.8 6.4 100 

業務用加工食品のみ 
実数 14 30 9 53 

構成比(%) 26.4 56.6 17.0 100 

輸入食品のみ 
実数 3 0 0 3 

構成比(%) 100 0.0 0.0 100 

一般用＋業務用 
実数 75 210 26 311 

構成比(%) 24.1 67.5 8.4 100 

一般用＋輸入品 
実数 0 0 3 3 

構成比(%) 0.0 0.0 100 100 

業務用＋輸入品 
実数 2 4 0 6 

構成比(%) 33.3 66.7 0.0 100 

全て 
実数 4 21 13 38 

構成比(%) 10.5 55.3 34.2 100 

合計 
実数 166 357 62 585 

構成比(%) 28.4 61.0 10.6 100 
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２）期限表示設定における指標について 

①理化学試験 

理化学試験における期限設定の指標について、全体の回答数が 1,746 件で、「ｐH」(19.3%)が最も多く、

「理化学試験は行っていない」を除くと、次いで「その他」（15.6%）、「糖度」（13.3%）となっている（図表７）。 

 カテゴリーごとの内訳をみると、缶詰、レトルト食品、チルド食品、常温保存食品、期限省略可能食品は

「ｐH」を指標としている品目が多いのに対し、冷凍食品と FC 食品は栄養成分を指標としている品目が多

い。 

事業規模ごとでは、小規模事業者 323 件のうち、「理化学試験を行っていない」は（31.0%）であるのに

対し、大企業 329 件のうち、「理化学試験を行っていない」は（9.7%）と大半が理化学試験を行っている。 

 

図表 7 理化学試験における期限設定の指標（SQ7A・複数回答）（n＝1,746） 
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中小企業 1,094 3.0 0.3 3.3 3.7 4.0 21.3 4.6 11.6 14.6 19.2 14.4 

大企業 329 8.5 1.8 2.1 10.9 10.9 16.1 4.6 10.9 10.9 13.4 9.7 
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②微生物試験 

微生物試験における期限設定の指標について、全体の回答数が 2,852 件で、「一般生菌数」(28.3%)が

最も多く、次いで「大腸菌群数」 (24.8%)となっている（図表８－１、８－２）。 

カテゴリーごとの内訳をみると、全てのカテゴリーで「一般生菌数」と「大腸菌群数」は 20％以上であり、

どのカテゴリーにおいても主な指標となっていることが分かる。缶詰、レトルト食品は、他のカテゴリーに比

べ、「その他」、「左記以外の耐熱性芽胞菌の残存の有無」を指標にしている割合が多い。また、冷凍食

品、FC 食品及びチルド食品は、他のカテゴリーに比べ、「大腸菌数（E.coli 含む）」が多い。 

事業規模ごとでは、全ての事業規模で「一般生菌数」と「大腸菌群数」は 20%以上であり、主な指標とな

っていることが分かる。どの事業規模においても「微生物試験を行っていない」は 10%以下であり、基本的

に微生物試験を行っている。 

 

図表 8-1 微生物試験における期限設定の指標（SQ7B・複数回答）（n＝2,852） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

実
数 

一
般
生
菌
数 

大
腸
菌
群
数 

大
腸
菌
数 

（E.c
o
li

含
む
） 

黄
色
ブ
ド
ウ
球
菌 

サ
ル
モ
ネ
ラ
属
菌 

リ
ス
テ
リ
ア
・ 

モ
ノ
サ
イ
ト
ゲ
ネ
ス 

セ
レ
ウ
ス 

  n (%) 

 合計 2,852 28.3 24.8 10.1 15.5 5.3 0.5 1.1 

カ
テ
ゴ
リ
ー 

缶 詰 、 レ ト ル ト

食品 

189 28.0 22.2 5.3 11.6 2.6 0.0 0.0 

冷凍食品 551 26.3 24.1 14.2 19.2 7.1 0.0 0.5 

チルド食品 740 26.6 23.6 11.4 15.4 5.8 1.6 2.2 

常温保存食品 956 31.7 26.5 6.7 13.0 3.7 0.1 0.9 
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大企業 362 28.5 22.1 9.7 11.0 5.8 0.3 1.4 
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図表 8-2 微生物試験における期限設定の指標（SQ7B・複数回答）（n＝2,852）(続き) 
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③官能検査 

官能検査における期限設定の指標について、全体の回答数が 3,225件で、「味」(26.8%)が最も多く、次

いで、「色味・見た目」(26.4%)、「香り」(25.9%)となっており、この 3 項目が主な指標となっている（図表９）。 

 カテゴリーごとの内訳をみると、全てのカテゴリーで「味」、「色味・見た目」、「香り」は約 25%であり、ど

のカテゴリーにおいても主な指標となっている。FC 食品は、他のカテゴリーの 15％以上が「食感・手触り」

を指標にしているのに対し、9.1%と少ない。 

次に、事業規模ごとでは、傾向は類似しており大差は見受けられなかった。どの事業規模においても、

基本的に官能検査は行っている。 

 

図表 9 官能検査における期限設定の指標（SQ7C・複数回答）（n＝3,225） 
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食品 
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規
模 

小規模事業者 691 27.2 25.6 26.9 16.1 1.0 3.2 

中小企業 2,061 26.8 25.7 26.4 18.7 1.7 0.6 

大企業 473 26.4 27.1 25.8 18.2 2.5 0.0 
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④理化学試験・微生物試験・官能検査以外 

理化学試験・微生物試験・官能検査以外の指標について、全体の回答数が 973 件で、「あてはまるも

のはない」(47.1%)が最も多く、次いで、「（腐敗等に関する）経験則」(41.7%)となっている（図表 10）。 

カテゴリーごとの内訳をみると、全てのカテゴリーで「あてはまるものはない」、「（腐敗等に関する）経験

則」の順であり、チルド食品では、「（腐敗等に関する）経験則」を指標としている品目の割合が他よりもや

や高い。 

次に、事業規模ごとでは、「（腐敗等に関する）経験則」の割合が、規模が小さいほど高くなる傾向がみ

られる。 

 

図表 10 理化学試験・微生物試験・官能検査以外の期限設定の指標（SQ7D・複数回答）（n＝973） 
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３）期限表示設定における保存想定温度 

期限表示設定における保存想定温度について、全体の回答数は 1,022 件で、冷凍温度帯では「冷凍

（-18℃以下）」、冷蔵温度帯では「冷蔵（10℃以下）」、常温帯では「室温：具体的な温度設定はしていな

い」が最も多い（図表 11）。 

 

図表 11 期限表示設定における保存想定温度（Q8）（n＝1,022） 

※FC 食品は、冷凍で流通・保管する期間と、解凍後に冷蔵状態等で販売する期間それぞれに期限表示を設定している 

ため、「流通・保管時」と「販売時」それぞれの保存想定温度について回答。 
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期限省略可能

食品 
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６）期限設定時の安全係数 

期限設定時の安全係数について、全体の回答数は 1,035 件で、「0.80～0.９9」（46.0%）が最も多く、次

いで「0.70～0.79」（30.0%）、「安全係数は設けていない」（18.2%）となっている（図表 14）。 

カテゴリーごとの内訳をみると、FC 食品以外のカテゴリーでは「0.80～0.９9」が、FC 食品では「0.70～

0.79」が最も多い。 

 

図表 14 安全係数の設定方法（Q10・複数回答）（n＝1,035） 
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②取組の内容 

食品ロス削減を目的とした期限延長の取組の内容について、全体の回答数は 869 件で、「安全係数の

見直し」（14.0%）が最も多く、次いで「包材の変更（遮光化など）」（13.6%）、「製造過程の衛生管理レベル

の向上」（11.5%）となっている（図表 17－１、17－２）。 

事業規模ごとでは、小規模事業者では「製造過程の衛生管理レベルの向上」（16.1%）が、中小企業で

は「安全係数の見直し」（14.7%）が、大企業では「原材料の変更（糖度の変更など）」（15.3％）が最も多い。 

 

図表 17-1 期限延長の取組の内容（Q13・複数回答）（n＝869） 
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10.7
9.2

3.6 3.5 3.1 3.2
4.4

0%

5%

10%

15%

20% 回答数=869



21 

図表 17-2 期限延長の取組の内容（Q13・複数回答）（n＝869）（続き） 
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③期限延長に当たっての課題 

期限延長に当たっての課題について、全体の回答数は 313件で、「季節や購入後の扱い等により品質

にバラツキがある食品のため、一定の品質・安全性を担保することが難しい」（36.4％）が最も多く、次いで

「期限延長に伴うコスト（試験費用、時間、工数等）がかかる」（17.3%）となっている（図表 18）。 

カテゴリーごとの内訳をみると、特に冷凍食品、チルド食品、FC 食品において「季節や購入後の扱い

等により品質にバラツキがある食品のため、一定の品質・安全性を担保することが難しい」と回答する割合

が高く、40％以上となっている。 

事業規模ごとでは、いずれでも「季節や購入後の扱い等により品質にバラツキがある食品のため、一定

の品質・安全性を担保することが難しい」が最も多いが、小規模事業者では次いで「取引先の理解が得ら

れないと考える」（17.5%）となっており、他の事業規模よりも多い。 

 

図表 18 期限延長に当たっての課題（Q14・複数回答）（n＝313） 
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  n (%) 

 合計 313 36.4 13.1 4.5 17.3 5.4 8.3 15.0 

カ
テ
ゴ
リ
ー 

缶詰、レトルト

食品 

20 25.0 10.0 0.0 20.0 5.0 10.0 30.0 

冷凍食品 41 43.9 14.6 0.0 17.1 2.4 4.9 17.1 

チルド食品 84 44.0 13.1 6.0 13.1 3.6 7.1 13.1 

常温保存食品 121 28.9 13.2 6.6 19.8 7.4 11.6 12.4 

FC 食品 38 42.1 7.9 2.6 18.4 5.3 5.3 18.4 

期限省略可能

食品 

9 33.3 33.3 0.0 11.1 11.1 0.0 11.1 

規
模 

小規模事業者 63 33.3 17.5 6.3 11.1 11.1 9.5 11.1 

中小企業 220 37.3 12.7 4.5 17.7 4.5 9.1 14.1 

大企業 30 36.7 6.7 0.0 26.7 0.0 0.0 30.0 
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④賞味期限を過ぎた食品で「まだ食べることができる食品」の食用活用の取組 

賞味期限を過ぎた食品で「まだ食べることができる食品」を食用に活用する取組について、全体の回答

数は 943 件で、「いずれも当てはまらない（廃棄、堆肥化や飼料へのリサイクル等）」（60.3%）が最も多く、

次いで「社員への提供」（17.4%）、「値引き販売」（10.0%）となっている。（図表 19） 

事業規模ごとにみると、「いずれも当てはまらない（廃棄、堆肥化や飼料へのリサイクル等）」の割合は、

事業規模が大きくなるほど高い傾向がみられる。 

 

図表 19 賞味期限を過ぎた食品で「まだ食べることができる食品」の食用活用の取組（Q15・複数回答）（n＝943） 
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  n (%) 
 合計 943 10.0 1.1 6.9 17.4 4.3 60.3 

カ
テ
ゴ
リ
ー 

缶詰、レトルト

食品 

92 9.8 1.1 9.8 13.0 2.2 64.1 

冷凍食品 159 6.9 0.6 3.1 20.1 5.7 63.5 

チルド食品 189 12.7 1.1 6.3 20.1 2.6 57.1 

常温保存食品 395 9.1 1.0 8.6 15.7 4.6 61.0 

FC 食品 86 15.1 2.3 5.8 20.9 4.7 51.2 

期限省略可能

食品 

22 4.5 0.0 0.0 9.1 13.6 72.7 
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（２） 期限表示を省略しない理由（期限表示を省略することができる食品のみ） 

期限表示を省略することができる食品を製造する事業者が、期限表示を省略しない理由として、品質

保証・安全性の確保、法規・基準の遵守、依頼先・取引先の要望、消費者のニーズ対応、社内基準・運

用ルールが挙げられた。下記が回答の抜粋である。 

 

一覧２ 期限表示を省略しない理由（期限表示を省略することができる食品のみ）（Q6-1・FA） 

 品質保証・安全性の確保 

- 想定外の状態で保存された場合の予防処置 

- 品質変化のおそれがあるため 

- 熟成が進むと味に変化が生じるから 

- 内容量や味の保証のため 

- 事業者として商品の品質を保証するため 

 法規・基準の遵守 

- 業界の自主基準に基づいて 

- 飲料水としての取り決め 

 依頼先・取引先の要望 

- 製造依頼先のからの指示により、仕様が決まっているため 

- 取引先の指示 

- 納品先からの希望があるため 

 消費者のニーズ対応 

- 賞味期限があったほうがお客様の購買心理が働くため 

- 消費者ニーズに対応するため 

 社内基準・運用ルール 

- 自社基準がある 

- 決まりだから 

- 省略できるものと省略できないものを製造しているから 

 

 

 

 

 

 

  










































